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先
の
大
戦
で
父
な
ど
を
亡
く
し

た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、

父
な
ど
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪

れ
慰
霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、

同
地
域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
は

か
る
こ
と
を
目
的
に
、
厚
生
労
働

省
か
ら
委
託
・
補
助
を
受
け
実
施

し
て
い
ま
す
。

【
実
施
地
域
】
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ト

ラ
ッ
ク
諸
島
、
パ
ラ
オ
諸
島
、
ソ

ロ
モ
ン
諸
島
、
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ

ー
半
島
、
イ
ン
ド
、
マ
リ
ア
ナ
諸

島
、
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
、
洋
上
慰

霊【
日
程
】
そ
れ
ぞ
れ
日
程
が
異
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
料
金
】

１０
万
円

○
日
程
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
財
団
法
人 

日
本
遺
族
会
事
業
課
事
業
係
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○
お
申
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込
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こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
殺
人
、
強
姦
、
危
険
運
転

致
死
傷
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
、

自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
、
障
害
、

強
制
わ
い
せ
つ
な
ど
の
身
体
的
被

害
や
、
詐
欺
な
ど
の
財
産
的
被
害
、

そ
の
他
犯
罪
に
よ
る
被
害
を
受
け

た
被
害
者
相
談
会
を
次
の
日
程
で

実
施
し
ま
す
。

　
当
日
は
、
こ
う
ち
被
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
と
セ
ン
タ
ー

登
録
弁
護
士
が
ご
相
談
を
承
り
ま

す
。

　
で
き
る
だ
け
事
前
に
ご
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で

す
。

【
日
時
】
９
月

１０
日（
金
）

　
午
後
１
時
〜
３
時

３０
分

【
会
場
】

　
四
万
十
市
中
央
公
民
館

※
当
日
の
受
付
は
午
後
２
時

３０
分

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
事
務
局
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※
前
日
ま
で
の
平
日
、
午
前

１０
時

〜
午
後
４
時
ま
で
の
間
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

犯
罪
被
害
者
相
談
会
の
お
知
ら
せ

「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友

好
親
善
事
業
」
参
加
者
募
集

募
 

集

高知県司法書士会総合相談センター四万十会場のお知らせ　　相談者は3回まで実質無料

　司法書士会は、司法書士法に基づいて法務局または地方法務局の管轄区域毎に設置され、その区域の
司法書士を会員とする団体です。
　司法書士は、不動産取引や会社設立などにおける登記手続の代理、簡易裁判所における民事事件の訴
訟代理（１４０万円以下）のほか、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成を手がけています。
　この司法書士が行う県内４カ所の総合法律相談センターのうち、四万十会場では民事法律扶助制度に
基づく法律相談が可能で、資産や収入が一定以下（※１）の方の民事的（※２）な法律相談であれば、法テ
ラス（日本司法支援センター）が３回まで費用を負担して法律相談を受けることができます。
　その上、この法律相談をきっかけとして司法書士に依頼することになった場合、その費用を立て替え
ることもできます。

◆高知県司法書士会総合相談センター
　【四万十会場】四万十市社会福祉センター２階（四万十市右山五月町８－３）
　【日時】毎週土曜日　１３時～１７時

（※1）　　　　一人暮らし　　　　　　　二人暮らし
・収　入…月額182,000円以下　　月額251,000円以下　　
・資　産…総額180万円以下　　　　総額250万円以下　　など（世帯人数によって制限が異なります。）
（※2）賃金、借金、隣地との争い、損害賠償など（140万円以下の相談が含まれることが必要です。）

　　　○受付・お問い合わせ
　　　　　高知県司法書士会（高知市越前町２－６－２５）※四万十会場も高知で受け付けます。
　　　　　蕁０８８－８２５－３１４３　（受付時間　月～金曜日　９時～１７時）

「
心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
」
お
よ
び
「
障

害
者
週
間
の
ポ
ス
タ
ー
」の
募
集
に
つ
い
て

【
テ
ー
マ
】

・
作
文
／
「
出
会
い
、
ふ
れ
あ
い
、

心
の
輪
―
障
害
の
あ
る
人
と
な

い
人
と
の
心
の
ふ
れ
あ
い
体
験

を
広
げ
よ
う
―
」

・
ポ
ス
タ
ー
／
「
障
害
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
誰
も
が
能
力
を
発

揮
し
て
安
全
に
安
心
し
て
生
活

で
き
る
社
会
の
実
現
」

【
対
象
】

・
作
文
／
県
内
に
住
む
小
学
生
以

上
の
方

・
ポ
ス
タ
ー
／
県
内
に
住
む
小
学

生
お
よ
び
中
学
生

【
規
格
】

・
作
文
／
４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙

　（
小
・
中
学
生
２
〜
４
枚
）
　

　（
高
校
生
・
一
般
４
〜
６
枚
）

・
ポ
ス
タ
ー
／
画
用
紙
Ｂ
３
判
ま

た
は
４
つ
切
り

【
締
め
切
り
】
９
月
６
日（
月
）

※
住
所
、氏
名（
ふ
り
が
な
）年
齢（
生

年
月
日
）、職
業
ま
た
は
学
校
名

（
学
年
）、電
話
番
号
を
明
記
し

た
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

○
応
募
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
障
害
保
健
福
祉
課
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